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１

監
査
委
員
公
告

監
査
結
果
公
告
第
９
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
監
査
を
執
行
し
、
そ
の
結
果
を
秋
田
県
知
事
に
勧
告
し
て
い
た
が
、
勧
告
に
基
づ
く
措
置
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
1
5
年
８
月
2
2
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
杖
　
正
　
義
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

財
　
　
　
　
　
4
9
7

平
成
1
5
年
８
月
2
1
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
杖
　
正
　
義

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典
様

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

住
民
監
査
請
求
に
係
る
監
査
委
員
の
勧
告
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
5
年
７
月
2
5
日
付
け
監
委
－
3
6
6
で
勧
告
の
あ
っ
た
前
副
知
事
が
公
務
の
た
め
公
用
車
を
使

用
し
た
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
2
1
件
に
係
る
燃
料
費
、
時
間
外
勤
務
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
前
副
知
事
千
葉
隆
か
ら
利
息
を
含
む
全
額
が
返
還
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

今
後
、
公
用
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
目
的
等
を
十
分
確
認
し
な
が
ら
適
正
に
運
行
し
て
ま
い

り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
問
題
を
契
機
に
改
め
て
綱
紀
の
保
持
に
務
め
、
県
政
に
対
す
る
信
頼
回
復
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

１
　
返
還
措
置
額
及
び
利
息
計
算

□
返
還
措
置
額

□
利
息
計
算

利
息
は
、
県
か
ら
支
出
さ
れ
た
翌
日
か
ら
平
成
1
5
年
８
月
2
1
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
民

法
法
定
利
率
に
よ
り
年
５
分
の
利
率
で
計
算
し
て
お
り
ま
す
。

２
　
返
還
日

平
成
1
5
年
８
月
2
1
日

（
１
）

（
２
）

項
　
　
　
　
目

燃
料

費

公
用
車
諸
経
費

時
間
外
勤
務
手
当

合
　
　
　
　
計

返
　
　
還
　
　
金

9
,6
7
3
円

1
,8
8
4
円

1
1
1
,1
4
8
円

1
2
2
,7
0
5
円

利
　
　
　
　
　
息

1
4
7
円

7
4
円

2
,9
7
3
円

3
,1
9
4
円

返
還
措
置
額

9
,8
2
0
円

1
,9
5
8
円

1
1
4
,1
2
1
円

1
2
5
,8
9
9
円
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